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令和５年度　こども青少年局運営方針

（　所属長 ：佐藤　充子　）

「目標」「使命」及び「所属運営の基本的な考え方」

目標
次代の大阪を担うこどもや青少年が個性と創造性を発揮していきいきと生きる社会、こ

どもを生み育てることに安心と喜びを感じることのできる社会をつくる。

使命
生まれる前から乳幼児期を経て青年期に至るまでのこども及び青少年にかかる施策を総

合的に推進することにより、こどもの生きる力の育成や「社会性」の涵養等による健やか
な育ちを促進するとともに青少年の自立の支援に努める。

現役世代への重点投資により大阪の持続的な成長を促進する観点から、次代の大阪を担
うこどもたちを育む施策を推進することは一層重要なものとなっており、新型コロナウイ
ルス感染症の感染状況をふまえた対応を図りながら事業を継続的に実施していくために必
要な措置を講じ、以下の項目について特に重点的に取り組む。

令和５年度
所属運営の
基本的な
考え方

大阪が有する多種多様な社会資源や豊かな文化的資産、多彩な人物などの貴重な財産
を活かし、こども・青少年自身が、自発的に多様な体験や学習ができるよう取り組
む。

子育て、教育、福祉、健康、就労などの複合的な課題を抱える子育て世帯に対して、
こどもの成長を社会全体で支えるため、ＮＰＯや市民・地域団体など多様な主体と連
携し、こどもの貧困対策に取り組む。

こどもたちが相談しやすい環境の整備や、実態調査の結果検証に基づく支援策の検
討・取りまとめなど、ヤングケアラーへの支援に向けて取組を進める。

誰もが安心してこどもを生み育てられるよう、妊娠から子育てまでの切れ目のない伴
走型の相談・支援をはじめ、仕事と子育てをともに選択できる社会の実現に向け保育
サービスの充実や保育の質を向上させる取組など、全ての妊産婦等・子育て世帯・こ
どもへの包括的な支援を推進する。

二度と悲惨な虐待事案が発生することのないよう未然防止や早期発見、早期対応を図
るため関係機関等と連携した切れ目のない取組を強化するとともに、虐待通告や相談
に対して、リスクレベルに応じた継続的支援を行う。また、こども相談センターの４
か所体制の構築を進め、児童虐待防止体制のより一層の強化を行う。

施策や事業について、これまでのやり方や考え方にとらわれずにゼロベースで点検･精
査を行い、重点化・再構築を進める。
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「将来の夢や目標を持っている」と答えるこどもの割合
　令和５年度：小学生 80.0％・中学生 63.６%

B

3決算額 4予算額 5予算額

経営課題１　こども・青少年の「生きる力」を育成

重点的に取り組む経営課題

主な戦略
(課題解決の方策)

・乳幼児期から生きる力の基礎の着実な育成
・社会で共に生きていく力の育成
・成長の糧となる多様な体験や学習ができる機会の充実
・地域における多様な担い手の育成

アウトカム
指標

（経営課題の進捗度
　合を示した指標）

☆「自分にはよいところがある」と思うこどもの割合
　令和６年度：小学生 80%・中学生 80%

☆「将来の夢や目標を持っている」と答えるこどもの割合
　令和６年度：小学生 85％・中学生 85%

7,617百万円 8,745百万円 10,479百万円

課題認識

☆「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりするこ
とができていますか」に対して、肯定的に回答するこどもの割合
　令和６年度：小学生 74％・中学生 74％

A 小学生 73.6%・中学生 70.2%

アウトカム
指標の達成状況
（定量評価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

「自分にはよいところがある」と思うこどもの割合
　令和５年度：小学生 81.1%・中学生 79.2%

A

社会の変化等がこどもや青少年に与える影響を的確にとらえ、大阪のまちが有する強
みを最大限に生かし、次代を担うこどもや青少年の人権が尊重され、安全で安心な環
境の中で心身ともに健やかに成長し、自立して生きていける社会を実現していく必要
がある。
大阪市のこどもは、「自分にはよいところがあると思う」と答える割合が全国平均に
比べ低い傾向がみられる。また、「将来の夢や目標を持っている」と答える割合も同
じく低い傾向がみられる。

こどもや青少年が、自分に自信をもち、互いに尊重しながら共に育ちあう中で、夢や
希望をもって、自らの個性と創造性を発揮しながら未来を切り拓き、社会の一員とし
ていきいきと自立できるよう生きる力をはぐくんでいく必要がある。

「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりする
ことができていますか」に対して、肯定的に回答するこどもの割合
　令和５年度：小学生 76.9％・中学生 73.3％

小学生 76.7%・中学生 76.0%

小学生 78.2%・中学生 63.9%
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母子家庭の就業者のうち正社員・正職員の割合
　45.6%

B 未測定

80.8%

保育重大事故の件数
　０件

A ０件

アウトカム
指標の達成状況
（定量評価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

妊娠・出産について満足している者の割合
　90.8%

A

アウトカム
指標

（経営課題の進捗度
　合を示した指標）

☆保育重大事故の件数
　毎年度：０件

77.1%
子育てを「楽しいと感じている」人の割合
　79.2%

B

課題認識

5予算額207,881百万円 188,015百万円 186,565百万円

経営課題２　安心してこどもを生み、育てられるよう支援する仕組みや環境の充実

保育所等において重大事故を発生させないよう、また、入所児童の健康の保持・増進
に向け、安全・安心な保育の提供に取り組み、保育の質を向上していく必要がある。

すべてのこどもが互いを思いやり、共に育つ地域づくりを進めていくことが重要であ
る。

☆妊娠・出産について満足している割合
　令和５年度：80％

☆母子家庭の就業者のうち正社員・正職員の割合
　令和６年度：46.1％

主な戦略
(課題解決の方策)

・安心してこどもを生み、育てられことができる仕組みの充実
・身近な地域における子育て家庭への支援の充実
・家庭の状況に応じた子育て支援の充実
・多様なライフスタイルで子育てできる保育サービス等の充実
・安全・安心な保育環境の充実

☆保育を必要とするすべての児童への対応
　毎年４月１日：待機児童０人・入所保留児童０人

就業を希望する人が働き続けながら出産や子育てができる環境づくりを一層充実し、
こどもを生み、育てるすべての人が多様な生き方や働き方を選択できる社会を実現し
ていく必要がある。

核家族化など世帯規模が縮小し、地域のつながりが希薄化する中で、子育てのノウハ
ウを経験者から次代の親へと伝えることが困難になってきている。

ひとり親家庭や外国につながる市民の家庭など、抱えている悩みはさまざまであり、
多様なニーズに対応することが求められている。

3決算額 4予算額

☆子育てについて「楽しいと感じることの方が多い」と答える保護者の割合
　令和5年度：80％

保育を必要とするすべての児童への対応
　令和6年4月1日：
　待機児童2人・入所保留児童　2,451人

Ｂ
令和5年4月1日：

待機児童4人
入所保留児童2,341人
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アウトカム
指標の達成状況
（定量評価）

５年度実績と達成状況　※A：達成　B：未達成 前年度実績

課題認識

主な戦略
(課題解決の方策)

経営課題３　こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットの確立

3決算額 13,042百万円 4予算額 16,986百万円

☆個々のケースに応じて安全確認や相談援助など、必要な対応を行った割合（こども相談
センター）
　毎年度：100％

・虐待の被害からこども・青少年を守る仕組みの充実
・社会的養育を必要とするこども・青少年の養育環境の充実
・こどもや青少年が抱える課題を解決する仕組みの充実

アウトカム
指標

（経営課題の進捗度
　合を示した指標）

☆重大児童虐待の件数
　毎年度：０件

☆措置児童の入所先の家庭養護部分（里親・ファミリーホーム）の割合
　令和６年度：27.1％以上
☆措置児童の入所先の分園型小規模グループケア等の割合
　令和６年度：21.7％以上

重大児童虐待の件数
   2件

B 2件

措置児童の入所先の家庭養護部分（里親・ファミリーホーム）の割合
　19.9％
措置児童の入所先の分園型小規模グループケア等の割合
　15.6％

B
20.9％
13.8％

個々のケースに応じて安全確認や相談援助など、必要な
対応を行った割合（こども相談センター）
　毎年度：100％

A 100%

里親、ファミリーホームへの委託を推進し、また、児童養護施設等においても、より
家庭的な養育環境を確保するため小規模化の推進を図るとともに、こどもの状態に応
じた支援ができるように施設機能を充実していく必要がある。

こどもの将来がその生まれ育った環境によって左右されないよう、貧困の状況にある
こどもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図る必要が
ある。

こどもや青少年をめぐる昨今の状況は、いじめ、不登校、ひきこもり、ヤングケア
ラー、非行、少年犯罪など、さまざまな問題が発生し深刻な社会問題となっている。

児童虐待はこどもや青少年の心身を深く傷つけ、最悪の場合生命をも奪い、さらに虐
待を受けた経験は、その後の心身の発達や人格の形成にも重大な影響を与える深刻な
課題である。

5予算額 15,928百万円
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今後の方針

各経営課題における課題を踏まえながら、令和６年度は次代の大阪を担うこどもや青少年が個性と
創造性を発揮していきいきと生きる社会、こどもを生み育てることに安心と喜びを感じることので
きる社会をつくるため、
・０～２歳児の子育ての形は、家庭によって様々であるが、特に保護者の負担が大きいにも関わら
ず、これまで比較的支援が手薄だったことから、０～２歳児の保育無償化に向けた取り組み、在宅
等育児への支援を充実させることで、どのような家庭状況であっても、等しく、子育てができる環
境の整備を推進する。
・こども・青少年自身の心身の健やかな成長のために、成長の糧となる多様な体験や学習ができる
機会を充実していく。また、学校外教育における子育て世帯の経済的負担を家庭の状況によらず軽
減し、こどもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を等しく提供するための取組を進め
る。
・誰もが安心してこどもを生み育てられるよう、妊娠から子育てまでの切れ目のない伴走型の相
談・支援をはじめ、仕事と子育てをともに選択できる社会の実現に向け保育サービスの充実や保育
の質を向上させる取組、小学生が放課後に安全に活動できる健全育成の場の提供など、全ての妊産
婦等・子育て世帯・こどもへの包括的な支援を推進する。
・二度と悲惨な虐待事案が発生することのないよう未然防止や早期発見、早期対応を図るため関係
機関等と連携した切れ目のない取組を強化するとともに、虐待通告や相談に対して、リスクレベル
に応じた継続的支援を行う。また、こども相談センターの４か所体制の構築を進め、児童虐待防止
体制のより一層の強化を行う。
・子育て、教育、福祉、健康、就労などの複合的な課題を抱える子育て世帯に対して、こどもの成
長を社会全体で支えるため、ＮＰＯや市民・地域団体など多様な主体と連携し、こどもの貧困対策
に取り組む。
・ヤングケアラーの支援に向けて、家事・育児等の支援やこどもたちが相談しやすい環境の整備を
進めるとともに、様々な支援策や取り組みの取りまとめを行う。
・施策や事業について、これまでのやり方や考え方にとらわれずにゼロベースで点検･精査を行い、
重点化・再構築を進める。
以上７点の基本的な考え方に基づき、効果的・効率的な事業運営に努める。

自己評価
（運営方針全体
の定性評価）

令和5年度は、全ての妊産婦等、子育て世帯、こどもへの包括的な支援に関する事業を実施するとと
もに、こども相談センターの４か所体制の構築を進めるなど、新型コロナウイルス感染症の感染状
況をふまえた対応を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な措置を講じ、生まれる前
から乳幼児期を経て青年期に至るまでのこども及び青少年にかかる施策を総合的に推進するため、
局一丸となって対応を進めることができた。

経営課題１については、習い事・塾代助成の対象拡大により、こどもたちが学力や学習意欲、個性
や才能を伸ばす機会の提供を図るなど、目標未達成となった指標が一部あるものの、概ね順調に各
取組を進めることができた。

また、経営課題２については、保育所等の事故防止の取組強化や保育人材確保対策に尽力したこと
により、前年度に引き続き保育重大事故件数０件を達成することができたほか、妊娠から出産・子
育てまで一貫した伴走型相談支援を実施したことにより、「妊娠・出産について満足している割
合」についても達成することができた。
一方で、「子育てを『楽しいと感じている』人の割合」や「母子家庭の就業者のうち正社員・正職
員の割合」、「保育を必要とするすべての児童への対応」については、依然として目標に至ってい
ないことから、引き続き待機児童の早期解消と、保育を必要とするすべての児童への対応を図ると
ともに、今後、保護者自身の悩みやニーズ等を分析しながら、在宅等育児への支援や子育てにかか
る経済的負担の軽減、ひとり親家庭への支援など、誰もが安心して子育てできる取組みの充実を
図っていく。

経営課題３については、増加する児童虐待の相談件数に対応するため、児童福祉司や児童心理司等
専門職の増員だけでなく、本市4か所目となる東部こども相談センターの新設や一時保護所などの環
境改善に向けた取組のほか、子育てに不安や負担を抱えている要保護家庭やヤングケアラーのいる
家庭等に対する家事・育児支援を実施するなど、局の重要使命のひとつである児童虐待対策に重点
的に取り組んできた。
しかしながら、重大児童虐待を未然に防ぐことができなかったことは誠に無念であり、今後、二度
と悲惨な虐待事案が発生することのないよう、相談支援の機能強化をはじめ、未然防止や早期発
見、早期対応に向けた取組に力を尽くすことを改めて決意し、社会的養護の充実と合わせて児童虐
待防止対策の強化に取り組んでいく。
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